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光
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検
定
員
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
の
実
施
に
つ
い
て�

三
四

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
手
続
等
の
う
ち
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

行
う
こ
と
の
で
き
る
手
続
等�

三
四

宮
城
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

〇
宮
城
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
関
す
る
規
程�

三
五

〇
宮
城
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
関
す
る
告
示�

三
六

雑

報

〇
宮
城
県
住
宅
供
給
公
社
に
よ
る
県
営
住
宅
等
の
管
理
代
行
に
関
す
る
公
告�

三
六

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
三
号

　

地
方
自
治
法
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二
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六
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項
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事
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者
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定
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指
定
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事
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取
扱
者
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称
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主
た
る
事
務
所
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所
在
地

　
　

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
二
十
二
番
一
号

　
　

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
若
し
く
は
収
納
の
内
容
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県
立
都
市
公
園
松
島
公
園
駐
車
場
の
使
用
に
係
る
使
用
料

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

四　

委
託
年
月
日　

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
四
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
納

付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ　

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

二　

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
歳
入
の
種
類

　
　

一
般
旅
券
発
給
手
数
料

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

四　

指
定
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
五
号

　

県
営
田
尻
中
央
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
二
十
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
崎
市
役
所
及
び
大
崎
市
田
尻
総
合
支
所

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
六
号

　

農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
し
た
次
の
特
定
農
業
用
た
め
池
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

特
定
農
業
用
た
め
池
の
名
称

特
定
農
業
用
た
め
池
の
所
在
地

指
定
解
除
の
年
月
日

中
伊
賀
三
号
溜
池

大
崎
市
三
本
木
伊
賀
字
中
伊
賀
十
二
の
九

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
七
号

　

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
産
事

業
者
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
し
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

登
録
番
号

生
産
事
業
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所

生
産
事
業
の
内
容

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

登
録
年
月
日

種
穂

苗　

木

宮
城
第
二

百
九
十
八

号

有
限
会
社
早
稲
谷

気
仙
沼
市
早
稲
谷
百
三

採
取

幼
苗
の
育
成
及

び
幼
苗
以
外
の

苗
木
の
育
成

有
限
会
社
早
稲
谷

気
仙
沼
市
早
稲
谷
百
三

令
和
七
年
三
月

十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
湯
ノ
原
一
三
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二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

　
　
　
　

字
湯
ノ
原
一
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
松
島
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
道
の
路
線
を
廃
止
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

路
線
番
号

路　

線　

名

起　
　
　
　
　
　

点

終　
　
　
　
　
　

点

重
要
な
経
過
地

一
二
七

杉
ヶ
袋
増
田
線

名
取
市
杉
ヶ
袋

名
取
市
増
田

　
　

　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

決
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

大
衡
仙
台
線

三　

道
路
の
区
域

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
八
幡
前
二
八
番
一
地
先
か
ら

同
郡
大
和
町
宮
床
字
山
田
下
一
五
番
二
地
先
ま
で

　

九
・
〇
～

�

七
一
・
七

�

六
、
〇
四
〇
・
三

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

四
五
七
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
大
童
四
二
番
六
地
先

か
ら

同
郡
大
和
町
吉
田
字
八
反
田
中
一
三
番
二
地

先
ま
で

前
Ａ
　

七
・
〇
～

�

二
五
・
〇

三
、
六
三
四
・
四
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ｂ

　
　
　

　
　
　

後
Ａ
　

七
・
〇
～

�

二
五
・
〇

三
、
六
三
四
・
四

　

Ｂ

三
三
・
〇
～

�

七
八
・
六

二
、
八
七
一
・
八

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

鹿
島
台
高
清
水
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

大
崎
市
鹿
島
台
広
長
字
山
沼
田
堤
下
一
三
番
一
地

先
か
ら

同
市
鹿
島
台
広
長
字
山
沼
田
堤
下
一
番
一
地
先
ま

で

前

　

七
・
八
～

�

三
九
・
一

�

二
二
〇
・
〇

後

　

七
・
八
～

�

三
九
・
一

�

二
二
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

桝
沢
吉
岡
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
一
ノ
坂
二
〇
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
吉
岡
字
西
原
七
一
番
一
〇
地
先
ま
で

前

一
〇
・
〇
～

�

一
二
・
八

�

二
一
八
・
七

後

一
二
・
五
～

�

二
〇
・
二

�

二
一
八
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

坂
本
古
川
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

大
崎
市
古
川
堤
根
字
竪
堀
一
一
〇
番
地
先
か

ら同
市
古
川
堤
根
字
猪
狩
一
二
六
番
地
先
ま
で

前
Ａ

一
〇
・
〇
～

�

一
六
・
二

�

五
九
・
二
　

上
記
Ａ
、
Ｂ

は
、
関
係
図
面

に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い

う
。

　

Ｂ

一
〇
・
〇
～

�

二
九
・
〇

�

五
九
・
二

後
Ａ

一
七
・
六
～

�

二
一
・
八

�

五
九
・
二

　

Ｂ

一
〇
・
〇
～

�

二
九
・
〇

�

五
九
・
二

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

釜
谷
大
須
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
立
浜
一
六
番
三
地
先

か
ら

同
市
雄
勝
町
立
浜
字
立
浜
一
六
番
三
地
先
ま

で

前

　

六
・
七
～

�

一
〇
・
二

�

六
七
・
四
　

上
記
Ａ
、
Ｂ

は
、
関
係
図
面

に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い

う
。

後

一
〇
・
二
～

�

二
五
・
五

�

六
七
・
四

　

Ａ
　

六
・
二
～

�

一
五
・
五

�

一
三
〇
・
五
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石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
立
浜
一
一
九
番
一
地

先
か
ら

同
市
雄
勝
町
立
浜
字
立
浜
一
一
九
番
一
地
先

ま
で

前
Ｂ

　
　
　

　
　
　

後
Ａ
　

六
・
二
～

�

一
五
・
五

�

一
三
〇
・
五

　

Ｂ
　

八
・
一
～

�

九
・
一

�

八
八
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

美
田
園
増
田
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

名
取
市
美
田
園
六
丁
目
一
番
六
地
先
か
ら

同
市
増
田
一
丁
目
一
八
四
番
一
地
先
ま
で

前

二
七
・
五
～

�

八
六
・
二

�

二
、
四
五
二
・
五

後

二
一
・
八
～

�

八
六
・
二

�
二
、
四
五
二
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

鹿
島
台
高
清

水
線

大
崎
市
鹿
島
台
広
長
字
無
清
水
四
番
一
三
地
先
か
ら

同
市
松
山
長
尾
字
新
五
輪
崎
六
四
八
番
地
先
ま
で

令
和
七
年

�

三
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

坂
本
古
川
線

大
崎
市
古
川
堤
根
字
竪
堀
一
一
○
番
地
先
か
ら

同
市
古
川
堤
根
字
猪
狩
一
二
六
番
地
先
ま
で

令
和
七
年

�

三
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

釜
谷
大
須
雄

勝
線

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
立
浜
一
六
番
三
地
先
か
ら

同
市
雄
勝
町
立
浜
字
立
浜
一
六
番
三
地
先
ま
で

令
和
七
年

�

三
月
二
十
八
日

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
立
浜
一
一
九
番
一
地
先
か
ら

同
市
雄
勝
町
立
浜
字
立
浜
一
一
九
番
一
地
先
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

美
田
園
増
田

線

名
取
市
増
田
一
丁
目
一
九
三
番
地
先
か
ら

同
市
増
田
一
丁
目
一
八
四
番
一
地
先
ま
で

令
和
七
年

�

三
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
一
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

栄
町
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
栄
町
（
次
の
図
の
と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
気
仙
沼
土
木

事
務
所

蔵
底
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
蔵
底
（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
八
幡
前
二

の
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
東
八
幡
前
、東
中
才
、大
峠
山（
次

の
図
の
と
お
り
）

関
口
南
の
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
浪
板
、
大
峠
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

最
知
荒
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
最
知
荒
沢
、
最
知
南
最
知
（
次
の

図
の
と
お
り
）

浪
板
二
の
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
浪
板
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
浦
港
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
大
浦
（
次
の
図
の
と
お
り
）

二
ノ
浜
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
二
ノ
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

歌
生
沢
２

土
石
流

気
仙
沼
市
本
吉
町
字
歌
生
、
蔵
内
（
次
の
図

の
と
お
り
）

蔵
内
沢
２

土
石
流

気
仙
沼
市
本
吉
町
字
蔵
内
（
次
の
図
の
と
お

り
）

神
止
沢
２

土
石
流

気
仙
沼
市
唐
桑
町
中
井（
次
の
図
の
と
お
り
）

宿
浦
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
唐
桑
町
宿
浦（
次
の
図
の
と
お
り
）

竹
の
町
入
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
唐
桑
町
浦
（
次
の
図
の
と
お
り
）

竹
の
町
入
沢

２

土
石
流

気
仙
沼
市
唐
桑
町
浦
（
次
の
図
の
と
お
り
）

舘
山
一
丁
目

の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
舘
山
一
丁
目（
次
の
図
の
と
お
り
）

太
田
一
丁
目

の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
太
田
一
丁
目
、
陣
山
、
栄
町
（
次

の
図
の
と
お
り
）

魚
町
三
丁
目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
魚
町
三
丁
目
、
陣
山
、
栄
町
（
次

の
図
の
と
お
り
）

栄
町

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
栄
町
、
魚
町
三
丁
目
、
浜
町
一
丁

目
、
新
浜
町
一
丁
目
、
新
浜
町
二
丁
目
（
次

の
図
の
と
お
り
）

小
々
汐

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
小
々
汐
（
次
の
図
の
と
お
り
）

南
ヶ
丘
二
丁

目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
南
が
丘
二
丁
目
、
幸
町
三
丁
目
、

河
原
田
二
丁
目
（
次
の
図
の
と
お
り
）

幸
町
一
丁
目

の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
幸
町
一
丁
目
、
幸
町
二
丁
目
、
南

が
丘
一
丁
目
、
笹
が
陣
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
荒
谷
前
、
港
（
次
の
図
の

と
お
り
）

三
ノ
浜
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
三
ノ
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

三
ノ
浜
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
三
ノ
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

松
川
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
松
川
前
、
切
通
（
次
の
図
の
と
お

り
）

長
磯
森

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
長
磯
森
、
長
磯
七
半
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

大
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
台
の
下
（
次
の
図
の
と
お

り
）

大
沢
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
荒
谷
前
（
次
の
図
の
と
お

り
）

浦
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
浦
（
次
の
図
の
と
お
り
）

柳
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
柳
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）



（7）　令和７年３月28日　金曜日 第588号宮　　城　　県　　公　　報

大
林

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
切
通
（
次
の
図
の
と
お
り
）

下
八
瀬
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
下
八
瀬
（
次
の
図
の
と
お
り
）

小
々
汐
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
小
々
汐
（
次
の
図
の
と
お
り
）

二
ノ
浜

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
二
ノ
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
八
幡
前
の

３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
東
八
幡
前
、
大
峠
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

刈
米
沢－

１

土
石
流

気
仙
沼
市
蔵
底
（
次
の
図
の
と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
気
仙
沼
土
木

事
務
所

刈
米
沢－

２

土
石
流

気
仙
沼
市
蔵
底
（
次
の
図
の
と
お
り
）

入
沢
２

土
石
流

気
仙
沼
市
入
沢
、
魚
町
一
丁
目
、
魚
町
二
丁

目
、
太
田
二
丁
目
、
町
裏
（
次
の
図
の
と
お

り
）

太
田
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
太
田
一
丁
目
、
太
田
二
丁
目
、
魚

町
一
丁
目
、
陣
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
号

　

平
成
七
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
九
十
七
号
（
県
立
都
市
公
園
の
設
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

三
号
中
「
字
定
ケ
沢
一
の
一
部
」
を
「
字
定
ケ
沢
一
」
に
、「
字
舘
四
十－

一
の
一
部
」
を
「
字
館
四
十－

一
」
に
、

「
一－

二
の
一
部
」
を
「
一－

二
」
に
、「
、
五
十
九－

二
の
一
部
」
を
「
、
五
十
九－

六
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

　
　

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
交
通
安
全
協
会

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
及
び
収
納
の
内
容

　
　

公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
一
号
）
に
定
め
る
各
種
手
数
料

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
二
日

四　

委
託
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
県
多
賀
城
市
鶴
ケ
谷
一
丁
目
四
番
一
号

　
　

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
防
犯
協
会
連
合
会

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

風
俗
営
業
等
管
理
者
講
習
に
係
る
手
数
料

三　

指
定
年
月
日
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令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

四　

委
託
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

多
賀
城
市
鶴
ヶ
谷
一
丁
目
四
番
一
号　

多
賀
城
分
庁
舎
二
Ｆ

　
　

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
安
全
運
転
管
理
者
協
会

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

安
全
運
転
管
理
者
等
講
習
に
係
る
手
数
料

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
四
日

四　

委
託
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
指
定
自
動
車
教
習
所
協
会

　
　

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
原
田
一
七
二

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　

�　

指
定
自
動
車
教
習
所
職
員
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五

十
二
⑨
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
カ
ダ
ン　

花
壇
自
動
車
学
校

　
　

仙
台
市
青
葉
区
花
壇
八－

七

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日



（9）　令和７年３月28日　金曜日 第588号宮　　城　　県　　公　　報
�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
赤
門
自
動
車
学
校　

仙
台
赤
門
自
動
車
学
校

　
　

仙
台
市
青
葉
区
川
内
川
前
丁
六
一

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
交
通
安
全
協
会　

宮
城
自
動
車
学
校

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二－

三

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
一
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

仙
台
ド
ラ
イ
バ
ー
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社　

南
仙
台
自
動
車
学
校

　
　

仙
台
市
太
白
区
中
田
六
丁
目
一－

一

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

原
付
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
⑥
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
二
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

仙
台
ド
ラ
イ
バ
ー
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社　

仙
台
中
央
自
動
車
学
校

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町
四
丁
目
四－

二

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

原
付
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
⑥
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
三
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

仙
台
ド
ラ
イ
バ
ー
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社　

仙
北
自
動
車
学
校

　
　

大
崎
市
古
川
稲
葉
新
堀
二
六

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

原
付
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
⑥
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
四
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
石
巻
自
動
車
学
校　

仙
台
自
動
車
学
校

　
　

仙
台
市
太
白
区
大
野
田
三
丁
目
一
三－

一
二

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
五
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
石
巻
自
動
車
学
校　

石
巻
自
動
車
学
校

　
　

石
巻
市
山
下
町
二
丁
目
二－

五
四

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
宮
交
自
動
車
学
校　

宮
交
自
動
車
学
校

　
　

仙
台
市
太
白
区
長
嶺
四－

一

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
七
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

黒
井
産
業
株
式
会
社　

Ｒ
４
５
・
日
の
出
自
動
車
学
校

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
日
の
出
町
二
丁
目
一－

一
三

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

原
付
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
⑥
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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黒
井
産
業
株
式
会
社　

岩
沼
自
動
車
学
校

　
　

岩
沼
市
阿
武
隈
一
丁
目
三
七

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

原
付
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
⑥
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

黒
井
産
業
株
式
会
社　

南
蔵
王
自
動
車
学
校

　
　

白
石
市
福
岡
長
袋
下
河
原
一
五

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

原
付
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
⑥
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
仙
台
ド
ラ
イ
ブ
ス
ク
ー
ル　

仙
台
ド
ラ
イ
ブ
ス
ク
ー
ル

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
幸
町
一
丁
目
一
六－

一

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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株
式
会
社
仙
台
ド
ラ
イ
ブ
ス
ク
ー
ル　

中
山
ド
ラ
イ
ブ
ス
ク
ー
ル

　
　

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
本
沢
一
丁
目
一
〇－

二
〇

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
志
文　

東
部
自
動
車
学
校

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
福
住
町
一
六－

四
四

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
半
沢
建
設　

奥
羽
自
動
車
学
校

　
　

仙
台
市
泉
区
八
乙
女
中
央
三
丁
目
五－

一

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
泉
自
動
車
学
校　

泉
自
動
車
学
校

　
　

仙
台
市
泉
区
実
沢
字
新
坂
沢
一
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二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
涌
谷
自
動
車
学
校　

仙
台
北
自
動
車
学
校

　
　

仙
台
市
泉
区
松
森
字
台
九
三－

二
五

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
涌
谷
自
動
車
学
校　

涌
谷
自
動
車
学
校

　
　

遠
田
郡
涌
谷
町
北
田
九
四

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

有
限
会
社
東
日
本　

東
日
本
自
動
車
学
校

　
　

塩
竈
市
月
見
ケ
丘
六－

七

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）
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仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
利
府
自
動
車
学
校　

利
府
自
動
車
学
校

　
　

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
一
里
塚
一

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
勝
英
自
動
車
学
校　

仙
南
自
動
車
学
院

　
　

柴
田
郡
柴
田
町
本
船
迫
塚
田
一
七

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
角
田
自
動
車
学
校　

角
田
自
動
車
学
校

　
　

角
田
市
角
田
中
沢
四
六－

三
三

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）
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初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

原
付
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
⑥
）

　

�　

違
反
者
講
習
（
実
車
講
習
）
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十

二
⑬
）

　
　

違
反
者
講
習
通
知
手
数
料
（
公
安
委
員
会
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
石
巻
第
一
自
動
車
学
校　

石
巻
第
一
自
動
車
学
校

　
　

石
巻
市
泉
町
四
丁
目
一
〇－

二
八

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
石
巻
中
部
自
動
車
学
校　

石
巻
中
部
自
動
車
学
校

　
　

石
巻
市
門
脇
浦
屋
敷
一
二
四－

一

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

原
付
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
⑥
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
石
巻
中
部
自
動
車
学
校　

富
谷
自
動
車
学
校

　
　

富
谷
市
三
ノ
関
膳
部
沢
上
一
一－

三

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容
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仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
河
南
安
全
自
動
車
学
校　

パ
セ
オ
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
カ
レ
ッ
ジ

　
　

石
巻
市
鹿
又
曽
波
神
前
一
一
七

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　

�　

違
反
者
講
習
（
実
車
講
習
）
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十

二
⑬
）

　
　

違
反
者
講
習
通
知
手
数
料
（
公
安
委
員
会
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
気
仙
沼
中
央
自
動
車
学
校　

気
仙
沼
中
央
自
動
車
学
校

　
　

気
仙
沼
市
松
崎
下
金
取
六
一

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

原
付
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
⑥
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

一
般
社
団
法
人
古
川
地
区
交
通
安
全
協
会　

古
川
自
動
車
学
校
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大
崎
市
古
川
沢
田
新
原
際
七
九－

一

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　

�　

違
反
者
講
習
（
実
車
講
習
）
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十

二
⑬
）

　
　

違
反
者
講
習
通
知
手
数
料
（
公
安
委
員
会
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
古
川
自
動
車
教
習
セ
ン
タ
ー　

古
川
自
動
車
教
習
セ
ン
タ
ー

　
　

大
崎
市
古
川
鶴
ケ
埣
新
江
北
二
五

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
加
美
自
動
車
学
校　

加
美
自
動
車
学
校

　
　

加
美
郡
加
美
町
赤
塚
二
〇

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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有
限
会
社
佐
沼
自
動
車
学
校　

佐
沼
自
動
車
学
校

　
　

登
米
市
迫
町
佐
沼
大
網
四－

四

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

原
付
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
⑥
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
北
宮
城
自
動
車
学
校　

北
宮
城
自
動
車
学
校

　
　

登
米
市
迫
町
北
方
石
打
坂
二
〇－

一

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

原
付
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
⑥
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
ノ
グ
チ　

築
館
自
動
車
学
校

　
　

栗
原
市
築
館
留
場
雇
田
七
〇

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

仮
免
許
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
一
⑥
）

　
　

仮
免
許
交
付
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
四
十
三
②
）

　
　

取
得
時
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
④
）

　
　

初
心
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
通
知
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
三
）

　
　

原
付
講
習
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
（
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
表
中
五
十
二
⑥
）

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

四　

契
約
年
月
日

　
　

令
和
七
年
三
月
十
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で�

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

　

登
米
吉
田
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
三
月
十
九
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

石　
　

川　
　

佳　
　

洋　
　
　

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

令
和
七
年
度
宮
城
県
県
有
施
設
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
設
備
賃
貸
借
（
リ
ー
ス
）　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

さ
わ
ら
び
学
園　

ほ
か

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）�

別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び

理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力

団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い

う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員

が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理

班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三

三
五
）
へ
令
和
七
年
四
月
十
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で
に
申
請
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用
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㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２�　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
環
境
計
画
推
進
班
（
担
当　

山
田　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
六
六
三
）

　

３�　

郵
送
に
よ
る
入
札
説
明
書
の
交
付
期
限　

郵
送
に
よ
り
書
面
で
の
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

令
和
七
年
四
月
九
日
（
水
）
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

㈠�　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
」

と
い
う
。）
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
七
年
四

月
十
四
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
七
年
四
月
二
十
二
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成

の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡�　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
七
年
四
月
二
十
二
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、

提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢�　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
㈠
又
は
㈡
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　
　

入
札
期
間　

令
和
七
年
四
月
二
十
八
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
七
年
五
月
九
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

日
時　

令
和
七
年
五
月
九
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

ロ　

提
出
場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

ハ�　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入

札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

令
和
七
年
五
月
十
二
日
（
月
）
午
前
十
時

　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎
十
三
階　

環
境
生
活
部
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
免
除
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、同
第
九
十
七
条
の
入
札
保
証
金
又
は
こ
れ
に
代
え
る
担
保
の
納
付
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

　

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り

捨
て
た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す

る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

６�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。

　

７　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

８　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

９�　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
地
方
自
治
法
及
び
同
法
施
行
令
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
継
続
契
約
対

象
業
務
と
し
て
契
約
締
結
を
行
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
に
つ
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
出

予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
契
約
書
（
案
）
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。

　

10　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

11　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1

�　

N
ature�and�Q

uantity�of�Services�to�be�Procured�:�Lease�of�LED
�lighting�equipm

ent�for�

M
iyagi�Prefecture-ow

ned�facilities�for�FY
�2025�(1�set).
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2
�　

D
eadline�and�Place�for�Bid�Subm

ission�(in-person)�:�M
ay�12,�2025�(M

on.),�10
:00�a.m

.�
　
　

�　
M
eeting�R

oom
,�E
nvironm

ent�and�Lifestyle�D
epartm

ent,�13th�floor,�M
iyagi�Prefectural�

Governm
ent�Building�

　

3

　

D
eadline�for�Bid�Subm

ission�(m
ail)�:�M

ay�9,�2025�(Fri.),�5
:00�p.m

.

　

4

　

T
im
e�and�Place�of�Bid�O

pening�:�M
ay�12,�2025�(M

on.),�10
:00�a.m

.�

　
　

�　

M
eeting�R

oom
,�E
nvironm

ent�and�Lifestyle�D
epartm

ent,�13th�floor,�M
iyagi�Prefectural�

Governm
ent�Building�

　

5

�　

Contact�Inform
ation�:�Y

am
ada,�Environm

ent�Planning�Prom
otion�Section,�Environm

ental�

Policy�Planning�D
ivision,�E

nvironm
ent�and�Lifestyle�D

epartm
ent,�M

iyagi�Prefectural�

Governm
ent�3-8-1�H

oncho,�A
oba�W

ard,�Sendai�City,�M
iyagi�Prefecture�980-8570�

　
　
　

T
el.�022-211-2663

　

6

　

Language�and�Currency�U
sed�in�Contract�Procedures�:�Japanese�and�Japanese�yen�only.

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
十
一
―
二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一
―
二
―
七
十
九

　
　
　

�

人
事
委
員
会
規
則
十
一
―
二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規

則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

人
事
委
員
会
規
則
十
一
―
二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

（
本
庁
共
通
）

部
長　

会
計
管
理
者　

次
長

　

危
機
管
理
監　

人
口
減
少

対
策
統
括
官　

課
長　

所
長

　

室
長　

参
事　

副
参
事　

参
与

（
秘
書
広
報
課
関
係
）

「

（
本
庁
共
通
）

部
長　

会
計
管
理
者　

事
業

推
進
官　

次
長　

危
機
管
理

監　

人
口
減
少
対
策
統
括
官

　

課
長　

所
長　

室
長　

参

事　

副
参
事　

参
与

（
秘
書
広
報
課
関
係
）

　

別
表
第
一
気
仙
沼
市
の
項
中
、

課
長
補
佐　

秘
書
係
長　

主

幹
、
主
査
及
び
主
事
（
秘
書

を
担
当
す
る
職
に
限
る
。）

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

係
長

（
人
事
課
関
係
）

課
長
補
佐　

係
長　

主
幹
、

主
査
及
び
主
事
（
職
員
の
人

事
、
給
与
、
服
務
そ
の
他
勤

務
条
件
の
事
務
を
担
当
す
る

職
に
限
る
。）

（
財
政
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長

（
震
災
復
興
・
企
画
課
関
係
）

課
長
補
佐　

震
災
復
興
・
総

合
企
画
係
長　

行
財
政
改
革

推
進
室
主
任

」
を

課
長
補
佐　

秘
書
係
長　

主

幹
、
主
査
及
び
主
事
（
秘
書

を
担
当
す
る
職
に
限
る
。）

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

係
長

（
人
事
課
関
係
）

課
長
補
佐　

係
長　

主
幹
、

主
査
及
び
主
事
（
職
員
の
人

事
、
給
与
、
服
務
そ
の
他
勤

務
条
件
の
事
務
を
担
当
す
る

職
に
限
る
。）

（
財
政
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長

（
震
災
復
興
・
企
画
課
関
係
）

課
長
補
佐　

震
災
復
興
・
総

合
企
画
係
長　

行
財
政
改
革

推
進
係
長

」
に

改
め
、
教
育
委
員
会
の
規
定
中
「
副
参
事
」
の
下
に
「　

室
長
」
を
加
え
、
同
表
白
石
市
の
項
中
、

を
「

（
本
庁
共
通
）

部
長　

会
計
管
理
者　

理
事

　

参
事　

課
長　

室
長　

副

参
事
（
課
長
補
佐
の
職
を
兼

ね
る
者
に
限
る
。）

（
市
長
公
室
関
係
）

次
長　

秘
書
係
長

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

総
務
係
長　

人

事
係
長　

文
書
係
長　

主
査

及
び
主
事
（
職
員
の
人
事
、

給
与
、
服
務
そ
の
他
勤
務
条

件
の
事
務
を
担
当
す
る
職
に

限
る
。）

（
財
政
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長　

管

財
係
長　

契
約
係
長

（
企
画
政
策
課
関
係
）

課
長
補
佐　

企
画
政
策
係
長

」
に
改
め
、
同
表
多
賀
城
市
の
項
中
埋

「

（
本
庁
共
通
）

部
長　

会
計
管
理
者　

理
事

　

参
事　

課
長　

室
長　

副

参
事
（
課
長
補
佐
の
職
を
兼

ね
る
者
に
限
る
。）

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

総
務
係
長　

秘

書
係
長　

人
事
係
長　

文
書

係
長　

主
査
及
び
主
事
（
職

員
の
人
事
、
給
与
、
服
務
そ

の
他
勤
務
条
件
の
事
務
を
担

当
す
る
職
に
限
る
。）

（
財
政
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長　

管

財
係
長　

契
約
係
長

（
企
画
政
策
課
関
係
）

課
長
補
佐　

企
画
政
策
係
長

」
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蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
規
定
の
次
に
「

多
賀
城
跡
ガ

イ
ダ
ン
ス
施

設

施
設
長

」
を
加
え
、
同
表
岩
沼

を
「

（
本
庁
共
通
）

部
長　

会
計
管
理
者　

課
長

　

室
長　

参
事　

副
参
事　

セ
ン
タ
ー
長

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

人
事
職
員
係
長

（
財
政
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長

（
市
長
公
室
関
係
）

室
長
補
佐　

秘
書
係
長

」
に
改
め
、
農
村
環
境
改

市
の
項
中
、

「

（
本
庁
共
通
）

部
長　

会
計
管
理
者　

課
長

　

室
長　

参
事　

副
参
事

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

人
事
職
員
係
長

（
財
政
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長

（
総
合
戦
略
課
関
係
）

課
長
補
佐　

秘
書
係
長

」

善
セ
ン
タ
ー
の
規
定
を
削
り
、
教
育
委
員
会
の
規
定
中
「
教
育
次
長
」
を
「
教
育
部
長
」
に
改
め
、
同
表
登
米
市
の
項

環
境
事
務
所
の
規
定
中
「
所
長
」
の
下
に
「　

課
長
」
を
加
え
、
同
表
大
崎
市
の
項
中
、

を
「

（
本
庁
共
通
）

部
長　

理
事　

危
機
管
理
監

　

行
政
改
革
推
進
監　

世
界

農
業
遺
産
推
進
監　

参
事　

技
術
参
事　

会
計
管
理
者　

課
長　

室
長　

副
参
事　

技

術
副
参
事

（
秘
書
広
報
課
）

課
長
補
佐　

係
長
（
秘
書
を

担
当
す
る
も
の
に
限
る
。）

（
人
財
育
成
課
）

課
長
補
佐　

係
長　

主
幹
、

主
査
及
び
主
事
（
人
事
及
び

服
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。）

（
お
お
さ
き
日
本
語
学
校
）

校
長　

主
任
教
員　

事
務
長

」
に
改
め
、
児
童
館
の
規
定
を
削
り
、

「

（
本
庁
共
通
）

部
長　

理
事　

危
機
管
理
監

　

世
界
農
業
遺
産
推
進
監　

参
事　

技
術
参
事　

会
計
管

理
者　

課
長　

室
長　

副
参

事　

技
術
副
参
事

（
秘
書
広
報
課
）

課
長
補
佐　

係
長
（
秘
書
を

担
当
す
る
も
の
に
限
る
。）

（
人
財
育
成
課
）

課
長
補
佐　

係
長　

主
幹
、

主
査
及
び
主
事
（
人
事
及
び

服
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。）

（
日
本
語
学
校
推
進
室
）

校
長　

主
任
教
員

」

同
表
蔵
王
町
の
項
中
保
育
所
の
規
定
を
削
り
、
同
表
加
美
町
の
項
中
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
規
定
の
次
に

「

こ
ど
も
家
庭

セ
ン
タ
ー

所
長

」
を
加
え
、
同
表
女
川
町
の
項
中
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
規
定
の

次
に
「

地
方
卸
売
市

場
管
理
事
務

所

所
長

」
を
加
え
、
総
合
運
動
場
の
規
定
の
次
に

「

生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー

所
長

を
加
え
る
。

勤
労
青
少
年

セ
ン
タ
ー

所
長

子
ど
も
の
心

の
ケ
ア
ハ
ウ

ス

所
長

学
校
給
食
共

同
調
理
場

所
長

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
規
則
第
二
号

　

宮
城
県
監
査
委
員
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

成　
　

田　
　

由�

加�

里　
　
　

　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
規
則
（
以
下
「
既
存
規
則
」
と
い
う
。）
の

形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第
二
条　

既
存
規
則
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
則
（
以
下
「
改
正
後
規
則
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
則
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
規
則
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
規
則
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
規
則
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一　

条
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

二　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三�　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

四　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

１　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

２　

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
。）

２�　

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
事
務
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
局
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

成　
　

田　
　

由�
加�
里　
　
　

　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

別
表
（
第
七
条
関
係
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

職
員
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　

イ�　

担
当
グ
ル
ー
プ
員
（
以
下
「
グ
ル
ー
プ
員
」
と
い
う
。）
の
旅
行
命
令

　

ロ�　

グ
ル
ー
プ
員
（
所
属
の
課
長
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
者
及
び
総
括
課
長
補
佐
の
職
又
は
総
括
技
術
補
佐

の
職
に
あ
る
者
を
除
く
。）
の
週
休
日
の
指
定
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
の
振
替
、
休
憩
時
間

の
変
更
の
承
認
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
並
び
に
休
日
の
代
休
日
の
指
定

��

ハ�　

グ
ル
ー
プ
員
の
年
次
有
給
休
暇
及
び
特
別
休
暇
（
宮
城
県
人
事
委
員
会
規
則
八
ー
五
（
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲

げ
る
場
合
に
限
る
。）の
届
出
の
受
理
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
特
別
休
暇（
同
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、

第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。）
の
承
認

　

ニ�　

グ
ル
ー
プ
員
の
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
の
承
認
の
一
部
の
取
消
し

　

ホ�　

グ
ル
ー
プ
員
の
時
間
外
勤
務
、
休
日
勤
務
及
び
夜
間
勤
務
の
命
令

　

ヘ�　

グ
ル
ー
プ
員
の
育
児
休
業
に
係
る
部
分
休
業
、
修
学
部
分
休
業
及
び
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の
一
部

の
取
消
し

二　

行
政
文
書
等
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

定
期
的
又
は
軽
易
な
通
知
、
届
け
、
報
告
、
照
会
及
び
回
答
の
受
理
及
び
提
出

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
三
号

　

宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

成　
　

田　
　

由�

加�

里　
　
　

　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
公
表
さ
れ
て
い
る
訓
令
（
以
下
「
既
存
訓
令
」
と
い
う
。）
の

形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第
二
条　

既
存
訓
令
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
訓
令
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
訓
令
（
以
下
「
改
正
後
訓
令
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
訓
令
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
訓
令
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
訓
令
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一�　

条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字
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二�　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

四�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

五�　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

一�　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

二�　

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
も
の
と
す
る
。）

六　

上
欄

左
欄

七　

下
欄

右
欄

八　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

２�　

前
項
の
表
六
の
項
及
び
七
の
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
及
び

様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３�　

第
一
項
の
表
三
の
項
、
四
の
項
及
び
六
の
項
か
ら
八
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る
部
分
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４�　

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、事
務
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
局
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号

　

宮
城
県
監
査
委
員
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
告
示
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

成　
　

田　
　

由�

加�

里　
　
　

　
　
　
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
告
示

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
公
表
さ
れ
て
い
る
告
示
（
以
下
「
既
存
告
示
」
と
い
う
。）
の

形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第
二
条　

既
存
告
示
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
告
示
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一�　

条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

二�　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

四�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

五�　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

一　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

二　

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
も
の
と
す
る
。）

六　

上
欄

左
欄

七　

下
欄

右
欄

八　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」
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２�　

前
項
の
表
六
の
項
及
び
七
の
項
の
規
定
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
及
び

様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３�　

第
一
項
の
表
三
の
項
、
四
の
項
及
び
六
の
項
か
ら
八
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る
部
分
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４�　

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、事
務
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
局
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
４
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
４
項
並
び
に
宮
城
県
監
査
委
員
監
査

基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
７
年
１
月
か
ら
２
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び

特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
７
年
３
月
28日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
 々
 木
　
　
喜
　
　
藏
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
 々
 木
　
　
功
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
�

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
公
務
研
修
所
�

１
月
６
日

　
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
中
央
地
方
支
局
を
含
む
）�

１
月
30日

　
　
仙
台
北
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
北
地
方
支
局
を
含
む
）�

１
月
30日

　
　
北
部
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
北
部
地
方
支
局
を
含
む
）�

１
月
29日

　
　
北
部
県
税
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
�

１
月
29日

〇
復
興
・
危
機
管
理
部

　
地
方
機
関

　
　
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
管
理
事
務
所
�

１
月
６
日

〇
環
境
生
活
部

　
地
方
機
関

　
　
食
肉
衛
生
検
査
所
�

２
月
18日

　
　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
�

１
月
６
日

〇
保
健
福
祉
部

　
地
方
機
関

　
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
�

１
月
28日

　
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
�

１
月
28日

　
　
高
等
看
護
学
校
�

２
月
17日

　
　
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
�

２
月
４
日

　
　
中
央
児
童
相
談
所
�

２
月
４
日

　
　
北
部
児
童
相
談
所
�

２
月
６
日

　
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
�

１
月
29日

〇
経
済
商
工
観
光
部

　
地
方
機
関

　
　
大
阪
事
務
所
�

２
月
17日

　
　
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
�

１
月
23日

　
　
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
�

２
月
18日

　
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
�

１
月
28日

　
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所
�

２
月
17日

　
　
白
石
高
等
技
術
専
門
校
�

２
月
17日

　
　
仙
台
高
等
技
術
専
門
校
�

２
月
17日

　
　
石
巻
高
等
技
術
専
門
校
�

２
月
14日

　
　
宮
城
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
�

１
月
17日

　
　
松
島
公
園
管
理
事
務
所
�

２
月
25日

〇
農
政
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
家
畜
保
健
衛
生
所
�

２
月
13日

　
　
王
城
寺
原
補
償
工
事
事
務
所
�

１
月
21日

〇
土
木
部

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
土
木
事
務
所
�

１
月
22日



（27）　令和７年３月28日　金曜日 第588号宮　　城　　県　　公　　報
　
　
仙
台
土
木
事
務
所
�

２
月
13日

　
　
北
部
土
木
事
務
所
�

２
月
６
日

　
　
東
部
土
木
事
務
所
�

２
月
17日

　
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
�

２
月
17日

　
　
石
巻
港
湾
事
務
所
�

２
月
17日

　
　
仙
台
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
�

１
月
29日

　
　
栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
�

２
月
18日

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

大
河
原
教
育
事
務
所
�

２
月
14日

北
部
教
育
事
務
所
�

２
月
17日

気
仙
沼
教
育
事
務
所
�

２
月
17日

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
�

１
月
20日

美
術
館
�

２
月
21日

蔵
王
自
然
の
家
�

１
月
16日

志
津
川
自
然
の
家
�

２
月
17日

仙
台
第
一
高
等
学
校
�

２
月
10日

仙
台
第
二
高
等
学
校
�

１
月
30日

塩
釜
高
等
学
校
�

２
月
10日

白
石
高
等
学
校
�

２
月
25日

石
巻
高
等
学
校
�

２
月
10日

古
川
高
等
学
校
�

１
月
６
日

気
仙
沼
高
等
学
校
�

２
月
10日

宮
城
第
一
高
等
学
校
�

１
月
30日

古
川
黎
明
高
等
学
校
�

１
月
６
日

松
島
高
等
学
校
�

２
月
25日

名
取
高
等
学
校
�

１
月
６
日

村
田
高
等
学
校
�

２
月
10日

岩
出
山
高
等
学
校
�

２
月
19日

涌
谷
高
等
学
校
�

２
月
25日

佐
沼
高
等
学
校
�

２
月
21日

登
米
高
等
学
校
�

２
月
25日

泉
高
等
学
校
�

１
月
29日

中
新
田
高
等
学
校
�

１
月
21日

仙
台
向
山
高
等
学
校
�

２
月
25日

仙
台
南
高
等
学
校
�

１
月
20日

名
取
北
高
等
学
校
�

１
月
14日

松
山
高
等
学
校
�

１
月
16日

泉
松
陵
高
等
学
校
�

２
月
５
日

仙
台
西
高
等
学
校
�

２
月
５
日

泉
館
山
高
等
学
校
�

２
月
20日

宮
城
広
瀬
高
等
学
校
�

１
月
10日

利
府
高
等
学
校
�

２
月
20日

石
巻
西
高
等
学
校
�

２
月
25日

仙
台
東
高
等
学
校
�

２
月
10日

富
谷
高
等
学
校
�

１
月
16日

宮
城
野
高
等
学
校
�

２
月
７
日

蔵
王
高
等
学
校
�

１
月
17日

迫
桜
高
等
学
校
�

１
月
10日

東
松
島
高
等
学
校
�

２
月
25日

田
尻
さ
く
ら
高
等
学
校
�

２
月
５
日

黒
川
高
等
学
校
�

２
月
25日

柴
田
農
林
高
等
学
校
�

２
月
７
日

伊
具
高
等
学
校
�

２
月
25日

亘
理
高
等
学
校
�

１
月
22日

石
巻
北
高
等
学
校
�

１
月
20日

小
牛
田
農
林
高
等
学
校
�

１
月
22日

南
郷
高
等
学
校
�

２
月
25日

気
仙
沼
向
洋
高
等
学
校
�

１
月
10日

工
業
高
等
学
校
�

２
月
25日

白
石
工
業
高
等
学
校
�

１
月
23日

石
巻
工
業
高
等
学
校
�

２
月
25日
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大
河
原
商
業
高
等
学
校
�

２
月
10日

鹿
島
台
商
業
高
等
学
校
�

２
月
10日

一
迫
商
業
高
等
学
校
�

１
月
６
日

第
二
工
業
高
等
学
校
�

２
月
５
日

視
覚
支
援
学
校
�

１
月
６
日

聴
覚
支
援
学
校
�

１
月
６
日

光
明
支
援
学
校
�

２
月
18日

拓
桃
支
援
学
校
�

２
月
21日

西
多
賀
支
援
学
校
�

２
月
５
日

石
巻
支
援
学
校
�

２
月
25日

古
川
支
援
学
校
�

２
月
25日

名
取
支
援
学
校
�

１
月
６
日

支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園
�

１
月
10日

利
府
支
援
学
校
�

２
月
20日

迫
支
援
学
校
�

１
月
17日

小
松
島
支
援
学
校
�

１
月
31日

支
援
学
校
女
川
高
等
学
園
�

１
月
７
日

古
川
黎
明
中
学
校
�

２
月
10日

〇
警
察
本
部

　
地
方
機
関

仙
台
中
央
警
察
署
�

１
月
31日

仙
台
北
警
察
署
�

１
月
16日

仙
台
東
警
察
署
�

２
月
13日

泉
警
察
署
�

２
月
13日

若
林
警
察
署
�

１
月
７
日

大
和
警
察
署
�

２
月
７
日

石
巻
警
察
署
�

１
月
７
日

気
仙
沼
警
察
署
�

２
月
13日

遠
田
警
察
署
�

２
月
13日

築
館
警
察
署
�

２
月
10日

加
美
警
察
署
�

１
月
21日

岩
沼
警
察
署
�

２
月
７
日

白
石
警
察
署
�

２
月
21日

角
田
警
察
署
�

２
月
14日

亘
理
警
察
署
�

２
月
26日

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
５
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
県
の
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び

第
15項
の
規
定
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
合
規
性
、
正
確
性
の
ほ
か
、
経
済
性
、
効
率
性
及

び
有
効
性
に
意
を
用
い
て
監
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
、
業
務
の
執
行
状
況
や
帳
票
等
を
確
認
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
、
一
部
で
不
適
切
な
事
務
処
理
が
見
ら

れ
た
も
の
の
、
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
�　
な
お
、
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に
注
意

を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま

し
た
。

　
⑴
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
、
収
入
未
済
の
解
消
に
努
め
て
い
る
が
、
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
も

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
、
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
５
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
350,467,443円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
438,669,620円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
789,137,063円

　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
349,867,420円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
393,744,899円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
743,612,319円

　
⑵
　
仙
台
北
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
、
収
入
未
済
の
解
消
に
努
め
て
い
る
が
、
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
も

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
、
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
５
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
105,804,661円
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過
年
度
分
　
　
128,004,468円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
233,809,129円

　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
100,098,034円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
143,731,653円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
243,829,687円

　
⑶
　
北
部
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
、
収
入
未
済
の
解
消
に
努
め
て
い
る
が
、
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
も

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
、
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
５
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
�90,748,868円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
157,335,826円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
248,084,694円

　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
�87,656,012円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
163,848,953円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
251,504,965円

　
⑷
　
北
部
県
税
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
、
収
入
未
済
の
解
消
に
努
め
て
い
る
が
、
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
も

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
、
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
５
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
32,319,611円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
37,209,205円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
69,528,816円

　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
17,186,993円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
39,482,347円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
56,669,340円

　
⑸
　
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー

　
　
�　
需
用
費
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
物
品
（
か
き
氷
シ
ロ
ッ
プ
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
ど
ん
ぶ
り
等
）
の
購
入
代
金
に
つ
い
て
、
政
府
契
約
の
支

払
遅
延
防
止
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
24年
法
律
第
256号

）に
規
定
す
る
支
払
時
期
を
越
え
て
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
・
金
額
　
6,758円

　
⑹
　
白
石
高
等
技
術
専
門
校

　
　
�　
委
託
料
に
お
い
て
、
支
出
金
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に

向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
離
職
者
等
再
就
職
訓
練
業
務
の
職
場
見
学
等
推
進
費
に
つ
い
て
、
前
年
度
の
計
算
方
法
で
算
定
さ
れ
た
請
求

書
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
ま
ま
当
該
金
額
を
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
正
支
出
額
　
�77,000円

　
　
　
　
・
誤
支
出
額
　
231,000円

　
　
　
　
・
過
払
額
　
　
154,000円

　
⑺
　
仙
台
家
畜
保
健
衛
生
所

　
　
�　
備
品
購
入
費
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向

け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
恒
温
水
槽
の
購
入
代
金
に
つ
い
て
、
政
府
契
約
の
支
払
遅
延
防
止
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
支
払
時
期

を
越
え
て
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
132,000円

　
⑻
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所

　
　
�　
港
湾
施
設
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
の
収
入
遅
延
に
お
い
て
、
督
促
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た

の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
港
湾
施
設
使
用
料
の
収
入
遅
延
に
つ
い
て
、
督
促
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
延
滞
金
を
徴
収
で
き
な

か
っ
た
も
の
。
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・
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
調
定
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
49,680円

　
　
　
　
・
徴
収
で
き
な
か
っ
た
延
滞
金
の
額
　
�2,200円

　
⑼
　
美
術
館

　
　
�　
教
育
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
お
い
て
、
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備

を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
　
　
　
　
146,820円

　
　
　
　
・
正
し
い
調
定
日
　
令
和
５
年
４
月
１
日

　
　
　
　
・
実
際
の
調
定
日
　
令
和
６
年
１
月
４
日

　
⑽
　
美
術
館

　
　
�　
使
用
料
に
お
い
て
、
引
き
続
き
緊
急
性
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
立
替
払
を
し
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の

で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
出
張
キ
ッ
ズ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
係
る
レ
ン
タ
カ
ー
使
用
料
に
つ
い
て
、
資
金
前
渡
の
処
理
を
行
わ

ず
、
職
員
が
立
替
払
を
行
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
20,460円

　
⑾
　
蔵
王
自
然
の
家

　
　
�　
委
託
契
約
に
お
い
て
、
随
意
契
約
理
由
を
予
定
価
格
が
少
額
で
あ
る
と
す
る
場
合
に
、
そ
の
限
度
額
を
超
え
て

い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
�業
務
名
　
　
宿
泊
室
ウ
イ
ン
ド
エ
ア
コ
ン
設
置
電
気
工
事
設
計
業
務

　
　
　
・
�契
約
方
法
　
随
意
契
約
（
理
由
：
予
定
価
格
が
100万

円
を
超
え
な
い
も
の
）

　
　
　
・
�予
定
価
格
　
1,218,800円

　
⑿
　
小
牛
田
農
林
高
等
学
校

　
　
�　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
、
払
出
遅
延
に
よ
る
不
納
付
加
算
税
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の

体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
令
和
５
年
６
月
分
所
得
税
に
つ
い
て
、
納
期
限
に
遅
延
し
、
不
納
付
加
算
税
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
　
　
　
　
117,237円

　
　
　
　
・
不
納
付
加
算
税
　
　
5,500円

　
⒀
　
利
府
支
援
学
校

　
　
�　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
、
払
出
遅
延
に
よ
る
不
納
付
加
算
税
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の

体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
令
和
５
年
３
月
分
所
得
税
に
つ
い
て
、
納
期
限
に
遅
延
し
、
不
納
付
加
算
税
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
　
　
　
　
205,747円

　
　
　
　
・
不
納
付
加
算
税
　
�10,000円

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
５
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
財
政
的
援
助
団
体
等
の
監
査

の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
７
年
３
月
28日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
 々
 木
　
　
喜
　
　
藏
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
 々
 木
　
　
功
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

�
（
　
公
　
印
　
省
　
略
　
）
　
　
　
　
　

令
和
６
年
度
財
政
的
援
助
団
体
等
監
査
の
結
果
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
財
政
的
援
助
団
体
等
の
監
査

の
結
果
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
提
出
し
ま
す
。

記

１
　
監
査
実
施
団
体
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等
　

　
　
下
記
２
の
と
お
り
。

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
５
年
度
の
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、「
監
査
の
結
果
等
」
の
欄
に
記
載
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
各

団
体
に
注
意
を
し
ま
し
た
。
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団
　
体
　
名

実
施
年
月
日

監
　
　
査
　
　
の
　
　
結
　
　
果
　
　
等

公
立
大
学
法
人

宮
城
大
学

６
．
12．
20
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
地
方
独
立
行
政
法
人
法
に
基
づ
く
大
学
の
設
置
運
営
、
公
開
講

座
に
よ
る
学
習
機
会
の
提
供
、
研
究
成
果
の
普
及
・
活
用
事
業
等

を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
15,515,895,651円

（
出
資
割
合
100.0％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
授
業
料
等
減
免
費
補
助
金
等

�
107,131,182円

　
〔
交
付
金
〕

　
　
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
運
営
費
交
付
金
�
2,472,050,150円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
土
地
開
発
公
社
６
．
11．
13
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
公
共
用
地

等
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
や
工
業
団
地
の
造
成
等
を
行
っ
て
い

る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
50,000,000円

（
出
資
割
合
100.0%

）
　
〔
負
担
金
〕

　
　
土
地
開
発
公
社
職
員
共
済
費
負
担
金
�

2,553,504円
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
５
年
度
末
残
高
�
3,776,690,000円

３
　
監
査
の
結
果
　

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
６
．
12．
24
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
を
は
じ
め
、
競
技
力
の
向
上
、
ス
ポ
ー

ツ
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
、
各
種
事
業
を
行
う
ほ
か
、
宮
城
県

総
合
運
動
公
園
等
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
325,000,000円

（
出
資
割
合
51.0％

）

　
〔
補
助
金
〕

　
　
ス
ポ
ー
ツ
協
会
活
動
費
補
助
金
等
�

323,713,241円
　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
総
合
運
動
公
園
�

575,000,000円
　
　
（
共
同
事
業
体
の
一
員
）

　
　
宮
城
県
第
二
総
合
運
動
場
�

57,000,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

仙
台
臨
海
鉄
道

株
式
会
社

７
．
１
．
９
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
仙
台
港
及
び
そ
の
背
後
の
工
業
地
帯
と
全
国
鉄
道
網
を
結
ぶ
貨

物
鉄
道
事
業
を
主
な
事
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
240,000,000円

（
出
資
割
合
33.3％

）
　

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
７
．
１
．
17
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
「
宮
城
県
小
児
総
合
医
療
整
備
基
本
計
画
」
に
基
づ
き
、
妊
娠
、

出
生
か
ら
思
春
期
、
成
人
に
至
る
子
ど
も
の
全
て
の
成
長
過
程
に

お
い
て
、
高
度
で
専
門
的
な
医
療
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,455,166,843円

（
出
資
割
合
100.0％

）
　

　
〔
補
助
金
〕

　
　
�宮
城
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
医
療
提
供
体

制
整
備
事
業
補
助
金
等
�

110,916,000円
　
〔
負
担
金
〕

　
　
運
営
費
負
担
金
�

3,075,659,000円
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
５
年
度
末
残
高
�
6,128,613,746円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
期
末
に
お
い
て
、
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
引
き
続
き
運

営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

一
般
社
団
法
人

東
北
地
域
医
療
支
援

機
構

６
．
11．
13
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
東
北
医
科
薬
科
大
学
に
お
け
る
資
金
循
環
型
の
修
学
資
金
制
度

へ
の
助
成
を
通
じ
て
、
学
生
を
経
済
的
に
支
援
す
る
こ
と
に
よ
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�り
、地
域
医
療
を
支
え
る
医
師
を
育
成
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
9,000,000,000円

（
出
資
割
合
90.2％

）
　
〔
負
担
金
〕

　
　
基
本
会
費
負
担
金
�

60,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
理
事
会
に
お
い
て
、
重
要
な
議
決
事
項
の
審
議
等
が
な
い
も
の

が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
国
際
化
協
会

７
．
１
．
15
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
多
文
化
共
生
と
県
民
主
体
の
国
際
交
流
や
国
際
協
力
活
動
を
促

進
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
及
び
各
種
国
際
交
流
団
体
の
連
絡
調

整
や
援
助
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
750,000,000円

（
出
資
割
合
71.8％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
国
際
交
流
事
業
補
助
金
等
�

34,600,362円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

一
般
財
団
法
人

み
や
ぎ
産
業
交
流

セ
ン
タ
ー

６
．
12．
18
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
産
業
振
興
推
進
の
た
め
、
国
際
見
本
市
、
展
示
会
、
会
議
、
イ

ベ
ン
ト
、
大
会
等
の
開
催
及
び
産
業
情
報
の
提
供
等
の
諸
活
動
を

行
う
ほ
か
、
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
業
務
を
利

用
料
金
制
に
よ
り
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
900,000,000円

（
出
資
割
合
50.6％

）
　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー

　
　
（
共
同
事
業
体
の
一
員
）

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

一
般
社
団
法
人

宮
城
県
畜
産
協
会

６
．
12．
24
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
畜
産
経
営
の
安
定
的
発
展
と
畜
産
振
興
の
た
め
、
畜
産
業
を
営

む
者
の
経
営
及
び
畜
産
業
を
営
む
者
が
組
織
す
る
団
体
の
運
営
指

　
�導
、
家
畜
管
理
等
の
技
術
的
支
援
、
畜
産
物
の
価
格
安
定
対
策
等

の
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
147,500,000円

（
出
資
割
合
57.5％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
肉
用
牛
価
格
安
定
対
策
事
業
費
助
成
金
等
�

15,857,150円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
フ
ェ
リ
ー
埠
頭

公
社

６
．
12．
18
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
仙
台
塩
釜
港
に
お
け
る
フ
ェ
リ
ー
埠
頭
の
建
設
、
改
良
及
び
維

持
管
理
に
関
す
る
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
20,000,000円

（
出
資
割
合
100.0％

）
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
５
年
度
末
残
高
�

118,283,210円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

仙
台
空
港
鉄
道

株
式
会
社

７
．
１
．
９
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
鉄
道
事
業
法
に
基
づ
く
第
一
種
鉄
道
事
業
者
と
し
て
、
仙
台
空

港
ア
ク
セ
ス
線
の
運
行
、
管
理
等
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
3,769,000,000円

（
出
資
割
合
52.9％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
�　
仙
台
空
港
ア
ク
セ
ス
鉄
道
支
援
補
助
金
等
�

241,800,000円
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
５
年
度
末
残
高
�
6,412,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
期
末
に
お
い
て
、
債
務
超
過
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
引
き
続
き

運
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
暴
力
団
追
放

推
進
セ
ン
タ
ー

７
．
２
．
７
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
暴
力
団
追
放
意
識
の
高
揚
と
浸
透
を
図
る
た
め
、
広
報
啓
発
事

業
及
び
相
談
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容
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〔
出
資
金
〕

　
　
300,000,000円

（
出
資
割
合
48.4％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
�公
益
財
団
法
人
宮
城
県
暴
力
団
追
放
推
進
セ
ン
タ
ー
活
動
補
助

金
�

3,281,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

一
般
社
団
法
人

宮
城
県
私
立
幼
稚
園

連
合
会

６
．
12．
３
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
幼
児
教
育
の
研
究
調
査
、
教
職
員
の
資
質
向
上
、
福
利
厚
生
、

退
職
手
当
資
金
給
付
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
�一
般
社
団
法
人
宮
城
県
私
立
幼
稚
園
連
合
会
退
職
手
当
資
金
給

付
事
業
補
助
金
�

113,783,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
社
団
法
人

宮
城
県
私
学
退
職
金

社
団

６
．
12．
10
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
学
校
法
人
が
設
置
す
る
小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
勤

務
す
る
教
職
員
等
に
退
職
手
当
資
金
の
給
付
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
�公
益
社
団
法
人
宮
城
県
私
学
退
職
金
社
団
退
職
手
当
資
金
給
付

事
業
補
助
金
�

195,959,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
中
小
企
業
団
体

中
央
会

６
．
12．
13
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
中
小
企
業
等
組
合
と
中
小
企
業
者
の
健
全
な
経
営
の
た
め
、
共

同
組
織
設
立
等
の
支
援
、
経
営
情
報
の
提
供
、
資
金
の
調
達
、
人

材
育
成
等
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
中
小
企
業
連
携
組
織
対
策
事
業
費
補
助
金
�

155,610,500円
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
�中
小
企
業
団
体
中
央
会
組
織
金
融
制
度
資
金
貸
付
金

�
1,000,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
職
業
能
力
開
発

協
会

６
．
12．
20
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
職
業
訓
練
、
職
業
能
力
検
定
そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
に
関
す

る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
職
業
能
力
開
発
協
会
費
補
助
金
�

64,596,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

一
般
社
団
法
人

宮
城
県
ボ
ー
ト
協
会

６
．
12．
６
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
県
内
の
ボ
ー
ト
の
普
及
、
発
展
及
び
競
技
力
向
上
を
図
る
た
め

　
�の
事
業
等
を
行
っ
て
お
り
、
宮
城
県
長
沼
ボ
ー
ト
場
の
指
定
管
理

業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
県
有
体
育
施
設
原
油
価
格
等
高
騰
対
策
補
助
金
�

85,000円
　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
長
沼
ボ
ー
ト
場
�

13,336,400円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
母
子
福
祉

連
合
会

６
．
12．
25
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
母
子
福
祉
団
体
の
育
成
指
導
、
母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
自
立
を

促
進
す
る
た
め
の
事
業
等
を
行
っ
て
お
り
、
宮
城
県
母
子
・
父
子

福
祉
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
�

18,368,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社

６
．
12．
19
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
建
物
の
清
掃
及
び
管
理
業
務
等
を
行
っ
て
お
り
、
松
島
公
園

（
駐
車
場
）
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
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公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
２５号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
99条

の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び
第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の

規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
員
資
格
審
査
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
７
年
３
月
28日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　

１
　
資
格
審
査
の
種
類
、
期
日
及
び
場
所

資
　
格
　
審
　
査
　
の
　
種
　
類

資
格
審
査
の
期
日

資
格
審
査
の
場
所

　
新
た
に
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は
教
習
指
導
員

の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者

令
和
７
年
５
月
８
日
か
ら

令
和
７
年
６
月
30日
ま
で

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字

高
倉
65番
地

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー

　
現
に
技
能
検
定
員
、
教
習
指
導
員
で
あ
る
者
が

他
の
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は

教
習
指
導
員
の
資
格
を
追
加
し
て
取
得
し
よ
う
と

す
る
者

　
新
た
に
大
型
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の

資
格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
者
で
令
和
６
年
、
令
和
７
年
度
自
動
車
安
全

運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修
了
し
た
こ
と
等

に
よ
り
資
格
審
査
の
一
部
科
目
が
免
除
と
な
る
者

　
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修

了
し
た
こ
と
等
に
よ
り
資
格
審
査
の
全
科
目
が
免

除
と
な
る
者

２
　
資
格
審
査
申
請
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
７
年
３
月
28日
（
金
）
か
ら
令
和
７
年
４
月
11日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま

で
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
65番
地

　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
内
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
⑶
　
資
格
審
査
申
請
用
紙
の
配
布

　
　
ア
　
配
布
期
間

　
　
　
�　
令
和
７
年
３
月
28日
（
金
）
以
降
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で

　
　
イ
　
配
布
場
所

　
　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
(宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
)

３
　
そ
の
他

　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
問
い
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
。

　
　
問
い
合
わ
せ
先
の
電
話
番
号
　
022－

373－
3601

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
２7号

　
宮
城
県
公
安
委
員
会
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
30年
宮
城
県

公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
手
続
等
の

う
ち
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
手
続
等
を
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
に
伴
い
、
宮
城
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
手
続
等
の
う
ち
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ

と
の
で
き
る
手
続
等
（
令
和
５
年
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
164号

）
は
廃
止
す
る
。

　
　
令
和
７
年
３
月
28日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　

１
�　
規
則
第
４
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
別
に
定
め
る
申
請
等
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
左
欄
に
掲
げ
る

法
令
等
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
と
す
る
。

２
　
規
則
第
４
条
第
３
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
申
請
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
等
と
す
る
。

　
⑴
�　
別
表
第
一
の
左
欄
に
掲
げ
る
法
令
等
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
で

あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
執
る
も
の

　
　
ア
�　
不
特
定
の
者
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
59年
法
律

第
86号
）
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
こ
の
２
に
お
い
て
同
じ
。）
の
送
信
（
公
衆

に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
を
除
く
。）
の
用
に
供
さ
れ
る
電
気
通
信

設
備
の
う
ち
当
該
申
請
等
の
用
に
供
す
る
部
分（
以
下
こ
の
２
に
お
い
て「
申
請
部
分
」と
い
う
。）を

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
申
請
等
を
行
う

者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
14年
法
律
第
26

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
松
島
公
園
駐
車
場
�

16,500,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。
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宮
城
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

号
）
第
２
条
第
３
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
い
う
。）
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
、

有
効
期
間
を
定
め
て
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
２
に
お
い
て
「
ワ
ン
タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ
」
と
い
う
。）

を
受
信
し
、
当
該
ワ
ン
タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
用
い
て
申
請
部
分
に
接
続
す
る
措
置

　
　
イ
　
あ
ら
か
じ
め
付
与
さ
れ
た
識
別
符
号
及
び
暗
証
符
号
を
用
い
て
申
請
部
分
に
接
続
す
る
措
置

　
⑵
　
別
表
第
二
の
左
欄
に
掲
げ
る
条
例
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等

３
�　
規
則
第
６
条
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
書
面
等
（
規
則
第
６
条
に

規
定
す
る
部
分
に
限
る
。）
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
安
委
員
会
等
が
指
定
す
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ

の
他
の
符
号
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
�　
規
則
第
７
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
別
に
定
め
る
処
分
通
知
等
は
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
37年
法
律
第
145号

）
第
４
条
第
１
項
（
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
限
る
。）
の
規
定
に

基
づ
く
処
分
通
知
等
と
す
る
。

５
�　
規
則
第
11条
第
１
項
の
公
安
委
員
会
等
が
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
左
欄
に
掲
げ
る
法
令
等

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
４
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
氏
名
又
は
名
称
を
入
力
し
、
又
は
送
信
す
る
こ
と
と
す
る
。

別
表
第
一

法
　
令
　
等

規
　
　
　
定

道
路
交
通
法

（
昭
和
35年
法
律
第
105号

）
第
74条
の
３
第
５
項

第
78条
第
１
項
、
第
４
項
及
び
第
５
項

道
路
交
通
法
施
行
規
則

（
昭
和
35年
総
理
府
令
第
60号
）

第
５
条
第
１
項

第
８
条
第
１
項

第
８
条
の
５
第
１
項

宮
城
県
道
路
交
通
規
則

（
平
成
13年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）

第
７
条
第
３
項

第
16条

古
物
営
業
法
施
行
規
則

（
平
成
７
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
10号
）

第
14条
の
２

警
備
業
法

（
昭
和
47年
法
律
第
117号

）
第
９
条

第
10条
第
１
項

第
16条
第
２
項
及
び
第
３
項

第
17条
第
２
項

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則

（
平
成
３
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）

第
17条
第
１
項

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機

等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律

（
平
成
28年
法
律
第
９
号
）

第
10条
第
３
項

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
１
項

（
平
成
13年
法
律
第
57号
）

遺
失
物
法
施
行
規
則

（
平
成
19年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号
）

第
26条
第
28条
第
２
項
及
び
第
３
項
（
第
１
号
イ
及
び
第
２

号
イ
を
除
く
。）

第
31条
第
１
項

第
32条
第
33条
第
１
項

第
41条

別
表
第
二

法
　
令
　
等

規
　
　
　
定

情
報
報
公
開
条
例

（
平
成
11年
宮
城
県
条
例
第
10号
）

第
５
条
第
１
項

　
宮
城
県
内
水
面
漁
業
管
理
委
員
会
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
７
年
３
月
28日

�
宮
城
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
　
　
　

�
会
　
長
　
　
小
野
寺
　
秀
也
　
　

〇
宮
城
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
規
程
第
1
号

　
（
趣
旨
）

第
�1
条
　
こ
の
規
程
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
公
表
さ
れ
て
い
る
宮
城
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
規
程
（
以

下
「
既
存
規
程
」
と
い
う
。）
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
２
条
　
既
存
規
程
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

⑴
　
条
及
び
表
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

⑵
　
号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
委
任
）

第
３
条
　
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則
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〇
宮
城
県
住
宅
供
給
公
社
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

理
事
長　
　

鈴　
　

木　
　

秀　
　

人　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

記

一　

宮
城
県
に
代
わ
っ
て
普
通
県
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
（
以
下
「
県
営
住
宅
等
」
と
い
う
。）
の
管
理
を
行
う
者

　
　

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社

二　

一
で
定
め
る
者
が
管
理
を
行
う
県
営
住
宅
等
の
名
称

　

�　

県
営
住
宅
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
二
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
県
営
住
宅
等
（
改
良
県
営
住
宅

を
除
く
。）

三　

一
で
定
め
る
者
が
行
う
県
営
住
宅
等
の
管
理
の
内
容

　

�　

法
第
三
章
の
規
定
（
家
賃
の
決
定
並
び
に
家
賃
、
敷
金
そ
の
他
の
金
銭
の
請
求
、
徴
収
及
び
減
免
に
関
す
る
こ
と

を
除
く
。）
に
基
づ
い
て
県
営
住
宅
等
の
管
理
を
行
う
こ
と
。

四　

一
で
定
め
る
者
が
県
営
住
宅
等
の
管
理
を
行
う
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
こ
の
規
程
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　
宮
城
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
７
年
３
月
28日

�
宮
城
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
　
　
　

�
会
　
長
　
　
小
野
寺
　
秀
也
　
　

〇
宮
城
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
1
号

　
（
趣
旨
）

第
�1
条
　
こ
の
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
公
表
さ
れ
て
い
る
宮
城
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
（
以

下
「
既
存
告
示
」
と
い
う
。）
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
２
条
　
既
存
告
示
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　
１
�　
固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の

　
２
　
熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　
３
�　
数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　
４
�　
数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十
、
百

及
び
千
を
除
く
。）

　
５
　
１
の
項
及
び
２
の
項
に
定
め
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字

２
　
前
項
の
告
示
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
委
任
）

第
３
条
　
こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。


